
3月定例会

議案と審議結果
議決結果　◎…可決、同意、採択  △…修正可決  ╳…否決、不同意、不採択
賛否状況　○…賛成  ╳…反対  ―…議長は裁決に加わらない
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治議案番号 議　　　案　　　名

主　　な　　内　　容
承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（令和４年度坂祝町一般会計

補正予算（第７号）） ◎ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○
「出産・子育て応援交付金」を支給するため、６７０万円を追加

承認第 2 号 専決処分の承認を求めることについて（工事請負変更契約の締結に
ついて）

◎ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○
黒岩・深萱地区配水管布設替工事（１－９）
変更後の契約額：６２，０３０，１００円

議案第１号 坂祝町個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例について
◎ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○

坂祝町個人情報保護審査会の調査権限に議会を追加する改正

議案第 2 号 坂祝町定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例の
一部を改正する条例について

◎ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○
地方公務員法の一部改正に伴う職員の定年の引上げにより、募集対象
職員を「定年から２０年を減じた年齢である職員」に改める改正

議案第 3 号 坂祝町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を
改正する条例について

◎ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○
上下水道事業経営審議会委員報酬・費用弁償の追加及び鳥獣被害対策
実施隊員報酬を増額するため改正

議案第 4 号 坂祝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
◎ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○居住するための住宅を借り受け家賃を支払っている職員の費用負担を

軽減するため、住居手当を支給する対象及び支給額を改正

議案第 5 号 坂祝町ふるさと応援基金条例の一部を改正する条例について
◎ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○基金の運用収益を一般会計歳入歳出予算に計上するように変更するた

め改正

議案第 6 号 坂祝町企業誘致条例の一部を改正する条例について

◎ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○親会社及び子会社またはこれと同等の関係にある複数の企業が共同で
事業を行う場合は、連名または共同で申請することができるようにす
るため改正

議案第 7 号 坂祝町国民健康保険条例の一部を改正する条例について
◎ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○

出産育児一時金の額を４０８千円から４８８千円に引き上げるため改正

議案第 8 号 坂祝町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める
条例の一部を改正する条例について

◎ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○
こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行
に準じ、町の基準を定める条例を改正

議案第 9 号 坂祝町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の
一部を改正する条例について

◎ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○
こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行
に準じ、町の基準を定める条例を改正

　令和 5 年第 1 回坂祝町議会定例会は、3 月 8 日から 3 月 17 日までの 10 日間の日程で開催さ
れました。提出議案は条例案件 12 件、予算案件 10 件、その他案件 5 件、同意案件 2 件、発議
案件 1 件で、それぞれ審議・採決した結果、以下のとおりとなりました。
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①③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩
議案第 1 ０号 坂祝町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例について
◎ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○

こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行
に準じ、町の基準を定める条例を改正

議案第 11 号 坂祝町子ども・子育て会議設置条例の一部を改正する条例について
◎ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○子ども・子育て支援法の改正に伴い、引用条文にずれが生じたため

改正

議案第 12 号 坂祝町上下水道事業経営審議会設置条例の制定について
◎ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○坂祝町上下水道事業経営審議会を設置し、より適正かつ効率的な事業

運営を図るため条例を制定

議案第 13 号 令和４年度坂祝町一般会計補正予算（第８号）について
◎ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○

９１２万円を追加し、総額を４０億１，８７１万円とする

議案第 14 号 令和４年度坂祝町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について
◎ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○

１４８万円を追加し、総額を９億４，８２９万円とする

議案第 15 号 令和４年度坂祝町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）について
◎ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○

５１９万円を追加し、総額を１億２, ０８１万円とする

議案第 16 号 令和４年度坂祝町介護保険特別会計補正予算（第３号）について
◎ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○

７７６万円を追加し、総額を６億５，１５０万円とする

議案第 17 号 令和５年度坂祝町一般会計予算について
◎ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○

総額３６億６，８００万円

議案第 18 号 令和５年度坂祝町国民健康保険特別会計予算について
◎ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○

総額９億４，２００万円

議案第 19 号 令和５年度坂祝町後期高齢者医療特別会計予算について
◎ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○

総額１億２，３００万円

議案第 20 号 令和５年度坂祝町介護保険特別会計予算について
◎ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○

総額６億５，３００万円

議案第 21 号 令和５年度坂祝町水道事業会計予算について
◎ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○

総額２億９，８６３万円

議案第 22 号 令和５年度坂祝町下水道事業会計予算について
◎ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○

総額３億５，１８６万円

議案第 23 号 総合福祉会館サンライフさかほぎに係る指定管理者の指定について
◎ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○指定管理者：社会福祉法人 坂祝町社会福祉協議会

期間：令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで

議案第 24 号 坂祝町デイサービスセンターに係る指定管理者の指定について
◎ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○指定管理者：社会福祉法人 坂祝町社会福祉協議会

期間：令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで

議案第 25 号 可茂消防事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議に
ついて

◎ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○
可茂消防事務組合の事務所の位置、組合議員の代理出席を認める条文
等を改正

同意第 1 号 坂祝町固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めること
について

◎ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○
氏名：田上  安男 氏
期間：令和５年６月１日から令和８年５月３１日まで

同意第 2 号 人権擁護委員の推薦につき同意を求めることについて
◎ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○氏名：髙橋  俊道 氏

期間：令和５年７月１日から令和８年６月３０日まで 

発議第 1 号 坂祝町議会の個人情報の保護に関する条例の制定について
◎ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○

坂祝町議会の個人情報の取扱いを適切に行うため条例を制定
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